
１． 介護職員等処遇改善加算について 

 

介護職員処遇改善加算は、介護サービス施設・事業所で働く介護職員のためにキャリアアップの 

仕組みを定め、職場環境の改善を行った施設・事業所に対して、介護職員の賃金の改善のための介

護報酬を支給することを目的に、平成２３年度（２０１１年）まで実施されていた「介護職員処遇

改善交付金」を廃止して、改定をした加算です。 

現行加算の加算率は、事業所ごとの算定要件により決定します。算定要件にはキャリアパス要件

と職場環境等要件があり、要件に応じて５段階（現行加算Ⅰ～Ⅴ）に区分されます。要件を多く満

たしている事業所ほど加算率が高くなります。また絶対要件として、施設・事業所に入金された加

算額は、全て職場の賃金処遇改善に充当する必要があります。 

さらに令和８年６月１日から介護職員処遇改善加算は、介護人材の確保・定着を目的に拡充・再

編され、物価高騰や他産業との賃金格差に対応するための臨時改定が行われます。対象職員の拡大

に加え、生産性向上や協働化に取り組む事業者向けの新たな加算区分も創設されます。 

当社（ 九州メディカル・サービス株式会社では）、運営している施設において下記の加算を取得

しております。 

 

介護サービス施設・ 

事業所名 

介護サービス 

種別名 

加算 

算定状況 

(R8.5.31 迄) 

加算 

算定状況 

(R8.6.01～) 

介護付有料老人ホーム百楽仙 介護予防）特定施設入居者生活介護 加算Ⅰ 加算Ⅰロ 

介護付有料老人ホーム百楽仙別館 介護予防）特定施設入居者生活介護 加算Ⅱ 加算Ⅱロ 

デイサービスセンター元気 通所介護 加算Ⅰ 加算Ⅰロ 

グループホーム安心いちたけ 介護予防）認知症対応型共同生活介護 加算Ⅰ 加算Ⅰロ 

グループホーム安心しらかべ 介護予防）認知症対応型共同生活介護 加算Ⅰ 加算Ⅰロ 

グループホーム安心なかばる 介護予防）認知症対応型共同生活介護 加算Ⅰ 加算Ⅰロ 

グループホーム安心とどろき 介護予防）認知症対応型共同生活介護 加算Ⅱ 加算Ⅱロ 

グループホーム安心とどろきⅡ 介護予防）認知症対応型共同生活介護 加算Ⅰ 加算Ⅰロ 

 

 



２． 職場環境等要件について（実施項目） 

 

当社では各々の区分で、下表の通り取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月１６日現在 

九州メディカル・サービス株式会社 


